
旧優生保護法被害者等の
尊厳回復及び

支援に関する条例

明石市長 泉 房穂
（ 弁護士・社会福祉士 ）

― 明石市は被害者を見捨てない ―

2022年10月2日 近畿ろうあ者大会



１. 明石市の紹介

今
日
お
伝
え
し
た
い
こ
と 更生

支援

２. 明石市の取組

3. 条例制定の経過

４. 条例の解説
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6. みなさんへのエール

５. 私の原点



１

明
石
市
の
紹
介

時のまち

子午線上に建つ
明石市立天文科学館

海のまち

歴史のまち

世界最長の明石海峡大橋

人
口

約30万人

面
積

約５０ｋ㎡
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（２） 障害者 誰もが暮らしやすい社会づくり
優生思想への取組はまちづくりそのもの

障
害
者
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２

明
石
市
の
取
組
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手話言語・障害者コミュニケーション条例

２

明
石
市
の
取
組

障害者 支援



市内の全小学校で手話教室
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２

明
石
市
の
取
組

障害者 支援

市職員の手話研修会・手話サークル
手話検定受験助成



◎手話通訳士2名を正規職員として採用

→手話通訳だけでなく、政策立案も担当

◎設置手話通訳者を4名採用（2017年度～）
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２

明
石
市
の
取
組

職員の採用（７名の手話通訳士）

障害者 支援



◎厚労省モデル要綱に合わせたもの

◎原則派遣範囲の制限なし

◎聴覚障害者だけでなく、健聴者も利用可

◎個人だけでなく、団体からの依頼も可

◎運営委員会の設置
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２

明
石
市
の
取
組

意思疎通支援者（手話通訳者・要約筆記者）

派遣事業の要綱改正（2017年度～）

障害者 支援



聴覚障害児とその家族への支援

9

新生児聴覚スクリーニング検査や、新生児健診等で

聴覚障害の可能性があったら…

→保健師と、手話通訳士職員が保護者と面談

→医療分野だけでなく、福祉、地域の社会資源

などの情報を提供

→保護者、兄姉に手話学習の支援も

２

明
石
市
の
取
組

障害者 支援
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自治体では

明石市だけに設置

登録なしで、誰でも

電話リレーサービスが

利用可能

手話フォンの設置

２

明
石
市
の
取
組

障害者 支援
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２

明
石
市
の
取
組

あかし手話サービス（市役所と直接手話で電話）

障害者 支援
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２

明
石
市
の
取
組

あかし手話チャンネル（ろうの職員が手話で情報発信）

障害者 支援



障害者配慮条例
障害者に対する配慮を促進し

誰もが安心して暮らせる共生のまちづくり条例

特徴は 合理的配慮の促進

やさしいB-1グランプリinあかし（2017/11/25-26）

２

明
石
市
の
取
組
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障害者 支援



公的助成制度合理的配慮の提供を支援する

みんなの税を、みんなに配分

筆談でどうぞ

点字メニューの作成

点字メニュー
おいています

筆談ボードの購入

お店の出入口

簡易スロープの設置

２

明
石
市
の
取
組
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障害者 支援



株式会社 林喜商店 代表取締役社長 林 祝雄さん
（筆談ボードと点字メニューを導入）

障害者配慮条例検討会で、視覚障害の

ある人の声を直接聞くことができました。

「障害者への配慮」と聞くと難しいことと

考えてしまいがちですが、例えば点字が

読める人に点字メニューを用意するなど、

できることをやればいいと気づきました。

これからは、他の障害をお持ちの方に対し

ても、できる配慮から始めていきたいと

思います。

２

明
石
市
の
取
組

公的助成制度合理的配慮の提供を支援する
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障害者 支援



マクドナルドのカウンター

16

２

明
石
市
の
取
組

障害者 支援
公的助成制度合理的配慮の提供を支援する



スターバックス
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２

明
石
市
の
取
組

障害者 支援
公的助成制度合理的配慮の提供を支援する



明石駅の観光案内所
タブレットで市役所とつないで遠隔手話通訳 18

２

明
石
市
の
取
組

障害者 支援
公的助成制度合理的配慮の提供を支援する



大型書店のレジでも筆談対応ＯＫ

駅前再開発ビルと、明石駅構内のショッ
ピングセンターはほぼ全店に筆談ボード
を設置。
文房具店のレジには障害者配慮条例の
パンフレットも。
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２

明
石
市
の
取
組

障害者 支援
公的助成制度合理的配慮の提供を支援する



市議会請願、障害者団体が団結して街頭署名、

市、市議会、商工会議所と障害者団体が一緒に要望活動⇒実現

へ

ＪＲ明石駅にホームドア設置２

明
石
市
の
取
組
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障害者 支援



明石市総合福祉センター新館

ユニバーサルスポーツ
の広報や体験

共生社会ホストタウンの発信拠点
障害のある人が
運営するカフェ

インクルーシブ

障害のある人も高齢者も子どもも

な居場所づくり

２

明
石
市
の
取
組
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障害者 支援



ユニバーサル歯科診療所開設

明石市民病院

ユニバーサル歯科診療所

連携

大規模病院ならではの「医療×歯科医療」連携で、
障害のある人もない人も安心の歯科診療！

２

明
石
市
の
取
組

（明石市民病院敷地内）
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障害者 支援



障害者が暮らしにくいのは誰のせい？

車いす か、

階段 か？

何が問題か

飲食店 か、

行政 か？

障害者 か、

まちのみんな か？

誰の責任か 誰のためか
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障害者 支援
２

明
石
市
の
取
組



１．本人が主人公

２．社会の責任

３．福祉はみんなのため

・障害者が暮らしにくいのは、

障害者や家族の責任ではない

・障害者が暮らしやすい社会をつくるのは、

行政と社会の責任
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障害者 支援
２

明
石
市
の
取
組



明日被害に遭うかもしれない「すべての市民」のための

セーフティネット施策

被害者 支援

犯罪被害者等の支援に関する条例

＜2011年（Ｈ23） 条例制定＞被害直後支援

・総合相談窓口の開設

・各種支援金（貸付金、支援金）

・家賃補助、家事援助
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２

明
石
市
の
取
組
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２

明
石
市
の
取
組

被害者 支援

条例（支援策）のバージョンアップ

＜2014年（H26） 条例改正①＞途切れない支援

・総合的支援（日常生活、経済支援）の充実

・立替支援金制度 の創設

・二次的被害防止 を明記 ▶『絶歌』出版の対応

＜2018年（H30） 条例改正②＞長期的な支援

・再提訴等支援

・真相究明支援

・基本理念の追加（被害者家族、性犯罪被害者への配慮規定）



犯罪被害者支援・更生支援は基礎自治体としての責務
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被害者 支援
２

明
石
市
の
取
組



あかしSDGｓ推進計画（長期総合計画） 2030年のあるべき姿 28

２

明
石
市
の
取
組

SDGs 推進 誰一人取り残さないまちづくり
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２

明
石
市
の
取
組

SDGs 推進 誰一人取り残さないまちづくり



「広報あかし」 での特集

２

明
石
市
の
取
組

SDGs 推進 誰一人取り残さないまちづくり
県内初 SDGｓ未来都市に選定
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（仮称）あかしインクルーシブ条例の検討

平成30年8月28日
神戸新聞

２

明
石
市
の
取
組

SDGs 推進 誰一人取り残さないまちづくり
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LGBTQ+ 障害者

高齢者

犯罪
被害者

更生
支援・ひきこもり

こども

地域社会での
人との関わり
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２

明
石
市
の
取
組

SDGs 推進
誰も置き去りにしないインクルーシブ社会へ



は
これまでのまちづくりの集大成障

害
者

33

２

明
石
市
の
取
組

旧優生保護法被害者支援条例



障
害
者

３

条
例
制
定
の
経
過
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1月30日 1人の女性が仙台地裁に初の国賠訴訟を提訴

6月25日 明石市内10カ所に相談窓口を設置

明石市障害当事者等団体連絡協議会

（通称あすく）を通じて、
当事者、家族、支援者等に
情報提供

7月25日 被害者である小林夫妻が市長と面談

9月28日 小林夫妻が神戸地裁に提訴

2018年（平成30年）



障
害
者

３

条
例
制
定
の
経
過
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4月24日 国の一時金支給法 成立

（旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者
に対する一時金の支給等に関する法律）

明石市障害当事者等団体連絡協議会
（通称あすく）に情報提供の協力を依頼

2019年（平成31年）



障
害
者

３

条
例
制
定
の
経
過
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6月16日 明石市議会本会議 質問

「優生保護法被害者支援について」

7月1日 優生被害者支援アドバイザー委嘱

2021年（令和３年）



障
害
者

３

条
例
制
定
の
経
過
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7月4日 兵庫訴訟 決起集会

・「明石市犯罪被害者の支援に関する条例」に基づいて
小林夫妻に支援金を市長が手渡し

・優生被害者支援アドバイザーより条例に対する
提案を受けとる

2021年（令和３年）



障
害
者

３

条
例
制
定
の
経
過
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2021年（令和３年）



障
害
者

３

条
例
制
定
の
経
過
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7月15日 「広報あかし」に小林夫妻と市長の対談を掲載

2021年（令和３年）



「旧優生保護法被害者支援条例案」

40
優生思想、障害者差別を許さない⇒

３

条
例
制
定
の
経
過



障
害
者

３

条
例
制
定
の
経
過
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8月3日 優生裁判兵庫訴訟判決・報告集会

・優生保護法は違憲
・原告には損害賠償請求権があるが、その権利は
除斥期間（20年）が過ぎたので消滅した

8月15日～29日 条例素案に対するパブリックコメント実施
※260通（うち明石市民40通）全て賛成意見

9月7日 本会議 旧優生保護法被害者支援条例議案 上程

9月22日 総務常任委員会 可決

9月29日 本会議 否決 賛成9名 反対12名 棄権6名

2021年（令和３年）



障
害
者

３

条
例
制
定
の
経
過
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・国がすべきこと。市の税金でするべきじゃない。

・もっと気の毒な人もいっぱいいる。

・300万円などありえない。

・裁判係争中。判決を待つべき。急ぐ必要はない。

・税の公平性としてどうか。

・300万円の根拠がない。

・支援金がなければ賛成する。

・市民の意見を聞く手続きが不十分。きちんと周知するべき。

議会の反応（反対意見）



障
害
者

３

条
例
制
定
の
経
過
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・二度と同じ過ちを繰り返さないために、啓発・教育を進める
ことは必要。

・全国の被害者の尊厳回復への大きな一歩になる。

・他の自治体が被害者と向き合う具体的な方法を示す意味もある。

・国に対して、一時金支給法の改正を迫る大きな力にもなる。

・旧優生保護法という悪法があったことと、人権を踏みにじられて
きた人たちに目を向けてこなかった私たち社会の責任を重く受け
止め、被害者に寄り添い、差別を許さないまちづくりを推進する
ために、条例は必要と考える。

議会の反応（9/29賛成討論より）



障
害
者

３

条
例
制
定
の
経
過
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・長年やり場のない感情を押し殺してきた被害者は高齢化している。
一日も早く支援する必要がある。

・命の価値に優劣をつける優生思想は、障害者を排除して終わり
ではなく、障害者がいなくなれば次に弱い立場の人を差別して
排除する。

今は優生思想なんて自分に関係がないと思っていても、いつかは
自分や自分の家族が排除される番になる。これはみんなの問題
である。

・明石市が誰も取り残さないやさしいまちづくりを進めるために、
優生思想は間違っている、差別は許さないと宣言すること、長年
苦しんでいる市民に寄り添い支援することはとても重要と考える。

議会の反応（9/29賛成討論より）



障
害
者

３

条
例
制
定
の
経
過
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9月30日 条例修正案を議会に提出

10月13日 議会で修正案の上程見送り

10月20日～11月18日 条例修正案に対するパブリックコメント

※280通（うち明石市民184通）賛成267通

11月15日 旧優生保護法被害者支援条例検討会

※12名が発言、反対意見なし

2021年（令和３年）



障
害
者

３

条
例
制
定
の
経
過
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パブリックコメントより



障
害
者

３

条
例
制
定
の
経
過
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11月29日 本会議 旧優生保護法被害者支援条例議案 上程
あすくが条例制定を求める請願書を提出

2021年（令和３年）



障
害
者

３

条
例
制
定
の
経
過
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条例案の修正・再提出



障
害
者

３

条
例
制
定
の
経
過
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12月14日 総務常任委員会 可決

12月21日 本会議 可決 賛成16名 反対12名

2021年（令和３年）



障
害
者
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条例のポイント４

条
例
の
解
説

パンフレット7頁



障
害
者
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条例のポイント４

条
例
の
解
説

パンフレット7頁



障
害
者

52

Advance１ 幅広い対象者

①法に基づく不妊手術を受けた人
②法に基づく人工妊娠中絶を受けた人
③①②の配偶者

旧優生保護法被害者等の

定義（２条２号）

定義規定に「準ずる者」

≪たとえば・・・≫
• 旧優生保護法を拡大解釈して不妊手術
等が行われた場合

• 被害者がすでに死亡している場合に配
偶者のみで申請する場合

旧優生保護法被害認定審査会
で判断

４

条
例
の
解
説

パンフレット16頁



障
害
者

53

Advance２ 前文にすべてを凝縮

我が国にはかつて、障害者を「不幸な子孫」と位置づけ、優生上の見
地からその出生を防止する目的で、不妊手術や人工妊娠中絶を可能と
する優生保護法という法律が存在した。同法は、子を希望する者にとっ
て基本的人権である、子を産み育てるかどうかを意思決定する権利を
障害者から奪い、今もなお旧優生保護法被害者等の心身に多大な苦
痛を与え続けている。

条例前文より

４

条
例
の
解
説

パンフレット８頁

判決文（裁判の成果）から表現を抜粋



障
害
者

54

Advance２ 前文にすべてを凝縮

明石市はこれまで、明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安
心して暮らせる共生のまちづくり条例を制定し、障害のある人もない
人も、だれ一人取り残さない共生のまちづくりを推進してきた。

条例前文より

４

条
例
の
解
説

パンフレット９頁

明石市のこれまでの施策との連続性



障
害
者

55

Advance２ 前文にすべてを凝縮

わたしたちが、社会が生み出した優生思想によって深く傷つけられた
旧優生保護法被害者等に対し、その悲しみが続く限り寄り添い続ける
ことこそが、真の共生のまちづくりにおいて重要なことである。

わたしたちは、障害者の尊厳を傷つける事態を二度と繰り返すことの
ないよう、優生思想と向き合う決意を新たにし、この条例を制定する。

条例前文より

４

条
例
の
解
説

パンフレット９頁

除斥期間に関わらず支援を継続する



障
害
者

56

Advance３ 尊厳の回復

• 個人の尊重を基本原理とする日本国憲法においてはおよそ許容しが
たい（令和3年札幌地裁判決）

• 個人の尊厳を著しく侵害するもの（令和3年神戸地裁判決）

• 旧優生保護法の下、一方的に「不良」との認定を受けたに等しい（令
和４年大阪高裁判決）。

• 法に基づくこのような非人道的かつ差別的な烙印ともいうべき状態
は、個人の尊厳を著しく損ねるもの（令和４年大阪高裁判決）

各地の裁判例より

４

条
例
の
解
説

パンフレット10頁

「個人の尊厳の侵害」
が、旧優生保護法による被害の本質



障
害
者

57

Advance３ 尊厳の回復

被害者
支援

尊厳の
回復

条例の目的（第1条）

４

条
例
の
解
説

パンフレット10頁



障
害
者
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Advance４ 複合差別への配慮

「被害者です」と名乗り出るのは 抵抗が・・・

不妊手術の
スティグマ

女 性 判断能力の
障害

複合差別

救済を名乗り出る（訴訟提起の）前提となる情報や相談機会へのアク
セスが著しく困難な環境にあることへの配慮。（令和４年大阪高裁判決）

４

条
例
の
解
説

パンフレット12頁



1963年明石生まれ
漁師の長男として誕生

４つ下の弟に障害があったこともあり
幼いころから福祉に目覚める

５

私
の
原
点
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元 ＮＨＫディレクター

民放移籍後
「朝まで生テレビ」なども担当

石井紘基衆議院議員の

秘書となる



石井氏の勧めもあり
世のため、人のため弁護士に

５

私
の
原
点
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２００3年～2005年 衆議院議員

超党派での議員立法に奔走

その後 明石で庶民派弁護士として活動

社会福祉士の資格も取得



2011年 明石市長選挙

69票差で初当選

手話検定2級、 柔道3段、 明石タコ検定初代達人

ベストファーザー賞in関西 受賞

得票率7割で再選 現在３期目

５

私
の
原
点

61



私には、４つ違いの障害を持った弟がいます。45年前、小学校入学を前にして、
弟は遠方にある養護学校に通うように言われました。歩くのが大変なのに、そ
れを理由に遠くの学校に行けと言う、なんと理不尽なことを、と強い憤りを覚
えました。両親の懸命の交渉で家の近くの小学校に通えることにはなりました
が、「家族が登下校に責任を持つこと」と「何があっても学校を訴えないこ
と」という２つの条件がつきました。

両親は仕事があるので、兄である私が、自分と弟の二人分の教科書をランドセ
ルに詰めて通学しました。学校に着いてから弟のランドセルに教科書を戻す毎
日に、普通に歩けないのは弟の責任じゃない、家族の責任でもない、それなの
に社会はこんなに冷たいのかと悔しくて腹立たしくて、こんな社会は間違って
いると思いました。

支援を必要としている人がいるのに、「泣いている人がいますよ」と言って立
ち去るような社会ではなく、助けが必要なときには支え合える社会に変えたい、
それを自分の力でやり遂げたい、という信念のような思いを抱きました。

その思いを持ち続け、ふるさと明石でやさしいまちづくりを具体化したいと考
えて市長になりました。

光文社新書「子どもが増えた！」あとがきより

５

私
の
原
点

62



障害者が暮らしやすい社会は、

みんなが暮らしやすい社会

社会の「あたりまえ」を変える

６

み
な
さ
ん
へ
の
エ
ー
ル

63

やさしいまちは強いまち



64

Nothing About Us Without Us
私たち抜きに私たちのことを決めないで

６

み
な
さ
ん
へ
の
エ
ー
ル

「したい」ではなく

「するんだ！」という強い気持ちと行動

「思い」を「カタチ」に



みんなが暮らしやすい
社会をめざして
ともに頑張りましょう！

65

行 政
障害の

ある人
支援者

障害の

ない人
事業者



~いつまでも
すべての人にやさしいまちを

みんなで~

小林喜美子さんのご冥福をお祈りいたします


